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は　大都市抱拘即の再開発等都市整備等の推進．

O　史兢抱淘餌の相聞発の推進

史京臨那lの糾問兎を引き統削絶進するはか、都心と13号地を結ぶ臨

糟退職及び首都高速12号綿の建設部糞について、関連基盤鳩投整備の一

項として、本年掟内に着手する．

◎　民間活力を活用した都巾整備等の推進

・抑1欄先等の需要の大きい都印において、公共投資によるインセンテ

ィブを卑えつつ、できる限り民間の資金力、創意工夫等民間柄力を活用

して抑Ii整鯖等引佐辿することとし、・特に次の郡濱を引き続き鵬心的に

進める．

i）晩成印即也の国公有地等の有効活用を図り、都市拠点の形成、市相

場住宅の鰻投等を促進するため、新肺ti拠点整備群集及び特定住宅巾

脚由総合整腑促進前景引絶適する．

ii）地方都市の塙性化とうるおいのある生活項鳩の推傍を閉るため、地

方抑l盲中心巾的地活性化射画、地区更新針酎こ基づいて、印脚也押開

発事業、二l二地区両社理郡某等の各様郡東を推進する．

舶「乳鶴に細い都市づくりを関るため、棉市防災不燃化促進串黒による

地域の総合的な防災構造化及びスーパー堤防蛙腑猫黒と併せた巾脚由

実　　　施　　　状　　　況

・大川榔由区、東京堆竹芝地区等の再開発を肱i性IP．　　（運輸省、建設省）

・都心と13号地を給ぶ胞確適職については、昭和6仲10月着工した．（運輸省）

・首都高速12号練の建設工都に昭抑61年10月着手した．　　　　　（墟投打）

・「東京臨海部開発服地協棋会」（関係省庁及び史東部よりは成）を昭和61年11

月28日に設置し、地域間先の基本方針及び広域的根幹施設の堂備に関する基本

方針を検肘巾．（国土庁）

・新都巾拠点盤僻事東については、昭和61年度予算同賞266百万円をもち、市東

地区4地区、調査地区5地区において実施した．・（雄設省）

・特定住宅巾糾也総合並傭促進串裳にづいては、昭和61年度予算同賞5．3個百万

円を．もち、串稟地区10地区、渦査地区　地区において実施した．（建設省）

・地方如帥心巾脚由活性化軒耐こついては、昭紬6昨度に7郁肛6仲卸こ10

棉巾を抱定し、各種串真を積臓的に推進している．（建設省）

・地区更新打雨については、昭和61年度に創設された制蛇であり、現在全同約卸

地区において針両娘定畔臓中である．（建設省）

・都市防災不燃化促進事黄について．は、5都制7地区において推進中．

（鰻設省）
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の印刷先による抑Iiの・－・体的な整備を推進する．

iv）多梯化し、高度化する港湾へめ喪釦こ対処するため、港湾職能総合

提僚耶寛により纏関の邦伊悦称号推進する。

◎　都市弼繍発方針む鮨定の推進

抑Iiの再開先を棋樋的かう針両的畦推進するためし揮偶発のマスター

・プランである紡印門間発方針の蛇定を紘経により載積づけられている姉

再について昼、概ね木咋度中に完了させ、また、その地雨也方都市等に

ついても、その籠定を促進する。

◎　土地区画整理耶丑への民間活力の・⊥層の活用

莫蹟代行方式の組合土地区画整理部東の促進のため、8月に行った同

方式の促進に関する通通の趣旨の徹底、票紡代行モデル如勺の普及等を

引き拭き行う．

川　地域間先等の推進

の　テクノポリス構想の推進

テクノポリス構想の一層の推進により、民間活力による地域持折の活

性化を図る．
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実　　　施　　　状　　　況

・スー′ヾ一堤防址備部丑については、椚朝川の削りにおいて限畢実施中．

（建設省）

・東京楷竹芝地区再開発において、楷埼職能総合盤癖事葉による埠湾黍梯川施設’
J

等の整備を経線するため、昭和舵年度巾に卯三セクターを設立し、市電に前手

する予定である．（運輸省）

・菰瘍付けられている都市　　　2細細　　　くl脚略2年5ノ‖5日現在）

うら、娩定済　　　　　　　16柿市

原宴作成中　　　　6甲i

その他の策定折都市　　　　　　9砧市　　　　　　　　　　　1（建設省）

・地方公共ほl体の土地区画髭理前菜担当者の金紙等において、通達の趣旨の徹底

等に努めている．また、昭和61年9月に禁務代行み．式の実態調査を実施した．

（建設省）

・現臥テクノポリス開発計南は20地域について承紐折み．（通商鳥稟臥農林

水庫竹、趣放省、国土庁）

・今後胸先計画の承抱を受けようとする地域に劉応するため、昭和62年3月1相

に開発指針の改正を行った．

今後とも、要件に合致したテクノポリス問先師両の承結中綿があれば、追加
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③　国有林の溝川

国有林に森林空間の総合的利用に係るレクリエーシさン地役鴇各様施

設の尭臓を図るなどにより、団軒林の有効砥用を－“・層推辿する．

◎　民活によるレクリエーシタン地域並脾の推進

闊民のレクリエーション需要の用大に応じ、民間活力によりレクリエ

ーション施設相の整腸を図る．

実　　　施・　　状　　　乱

承紐を行っていく予定（なお、昭和62年3月20日、岩手侭より承紀中綿を萱増

し現在寄血中）。

ヒューマングリーンプラン（何個妹の義妹空間総合利用荘腑邪悪）の輔幌的推

進を図るための実施㌍補を昭和62年2月に施行．現在、候補地の遥定性翼を実

施中。（晶梯水魔省）
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◎　地域における†朋削巳の推進

地域にお力るl椚隋削詰貼盟の整備制椚田巳の推進を図るため、ニュー

メディア・コミュニティ構想（現在27地域）、テレトピア捕想（現在53

地域）、グリーントピア構想（現在20地域）、メディア・タ一日・ル構

想（現在3地域）を引き続き推進するとともに、本年度よりインテリジ

ェント・シティ構想を展刑する．また、高度†針路化の遊脚こ対応して、

インテリジェント・ビルに刺し、本年皮より新たに口本間先銀行及び北

海道蚊北開発公舶こよる融資射iう．

・民間部豊者による一一・定の余暇聞達施設殻備に封して既存制度の活用により助成

を実施lい．

・民晒関連のプロジェクトであるレクリエーシ碧ン都市、レクリエーシ訂ン1也域

整備の中核となる大悦鳩公団等の串葉を推進している．

・ニューメディア・コミェエティ捕忠においては、これまで昭和59年度8地域、

昭fl160年度7地域、昭抑6件庇6地域の21地域かモデル地域として指定してお

り、益虫技術研究促進センターからの山資等の立腹鮪を実施しているところで

ある．（通商産稟省）

また、昭和61年度から、‘モデル構柑システムを応用先壊させた形で11日騒シス

テムを導入しようとする地域をニューメディア・コミュニティ捕悪応用発展地

域として指定し、地域のt朋騒化を一層促進させることとしている．昭fU61年度

の応用発展地域としては、班に6地域が指定された．（通商産稟省）

なお、本年腔指定された12地域については、情報システムの鳩婆に向けて、

地元がIll心となり各積の網査等か実施されているところである．

・テレトビァ純忠におけるモデル都市の指定については、第一・次指定として昭和

59年度34地域を、耶二次指定として、昭和60年塵19地域をテレトピア指定地域
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Ⅳ．中小企澱封鮪鴇

日商等内外の続折境域の急激な変化に腔而する中小企丑の捕造転換等を支援

するため、伯に探別かつ雉中的な駁撃を生けている地域（以下、哨定地域とい

う）における中小企濃に刺し、地域中小企澱ひいては地域総研の新たな活性化

争卿甚瀾榊嘩珊瑚醜

「‘

実　　　施　　　状　　　況

に指定し、10地域をテレトピア並幅l旺進地域としていた机昭叫腫1川にそ

のうち7地域軋昭和陀年3月に班る3地域を指定し、現在、柑定地域は揖地域

となっている．

テレトピア指定地域において、地域3個におりるシステム引幕築する「テレ

トピア推進法人」に対し、益虫技術研究促避センターからの出資等の剤封吉罠

を実施しているところである．　　　　　　　　　　　　　　　（郵政省）

・グリーントピア構想推進については昭印6川三度に20地域別鼻息推進地域として

指定し、純忠を娘定した．　　　　　　　　　　　　　　（農抹永席省）

・メディア・ダーミナリレ捕憩については、昭和61年1月から12月まで新東京国

際空櫓、秩谷駅、大分駅・空櫓の3地域において棺桶提供実額を行ったところ

であり、現在、この実額綿黒をもとにメディア・タ「ミナルの里情のあり方に

ついて牧肘を行っている．（運輸省）

・インテリジェント・シティ捕忠については、P帥162年3月に22柿巾引旨定し

た．（址設省）

・インテリジェント・ビルに対する融資については、昭fu61年度に打1件が実施

された．（建設由
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を促進するとの批点から、注的l吾訳も含めた総合的な助成I霞を純ずるととも

に、昨年12月以来数次にわたって捕じてきた中小企菰特別綱姓刃娘を拡充・蛙

姑する．また金屁鉱貴について続苫安定化封娘を捕ずる．

‥’＝∵・さ．：こ、1甘珊軍

m脳現職椙糀裾腺癖醜感感幽
実　　　施　　　状　　　況

I
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（lI　特定地域巾小企稟対策

q）特定地域中小企莫封娘臨時措置法（仮称トの制定

特定地域の中小企東（商店等も含む、以下同じ）に対し、都塵転換等都

韮活動の珂雛引t欄に進めるための金馳I柑等や企東映軟等を促過すや

ための金融は霞等を捕ずることとし特定地域中小金重対熊脚封書迂法（板

柳を制定する．

②　特定地域tい小企封書別融資制度の創設

特定地域の中小企丑の耶蓬転換等の門別ヒを図るため、通低利の融資制
°一

腔を創設する．

③　特定地域中小金：酎吊粕川補完制度の創設

特定地域の中小企其の担保力・橋川力の不足を補完するため、僧川俣険

の特例は詔を捕ずる．

◎　地域制別ヒ封範の推進

特定地域の中小企凛の新たな項塙への適応割り滑に推進し、地域撞済の

耐生化を閉るため、技術脚光、霜異聞柘、企糞統裁等を文挟する地域活性

化刺班別性進する．

・特定地域中小企稟対熊撤時措置法を昭和61年12月5日に公布・施行．（通商産

業省）

・特定地域Ill小企稟特別融資制度（金利：那E3．5％耳は4．5％）を創設．（昭

和61年12月51コ）（通商産悪省）

・特定地域中小金里封飾地時的綻注に基づき、特定地域間様似紅を創乱（昭和

61年12月5【り（通商廠重賞）

・特定地域中小企眞対娘触時措置法を公布・施行し、下記の助成は霞を実施中．

◎　技術陶宛：中小企玉串票団による加速的技術開発文は襲来

③　需要閲柘：特定地域の糾合等が行う新商品開発・販拡開拓事稟等に対する

助成
J‘

③‘企凰湧蚊；耶臥北史公臓の拡幹工蓮融架、工薫再配罵促進栄城肋金の活
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（2I　既存の中小企業特別調整封錘の拡充・延長

①　叫小企来国際総済調整対鞭等特別I削寸の拡充・延長

叫叫、企稟国際級折網弛対娘等特別貸付について、取扱期間を嬢賂し、貸

付規模を追加する．

◎　闊際托折関迎保柾の拡充・延長

特定中小企来者耶凍転換対丑等臨時は露法に基づく国際拉済関連撫柾に

ついて、取扱別間を延長し、保叫戊損を追加する．

◎　無田保保険に係る特州告辞

不況稟棟に屁する中小企稟苛の担保力・信用力の不足を相克するため、

’国際経済瑚迎楳虻及び例庵関連保証に係る恕虹保保険の限度棚を引き上げ

ることとし、所要の法的は濃を綿ずる．

◎　政府系中小企ま金融機関の融資弾力化対丑等

政府掛国、企真金馳他聞の融資について、今後、必要に応じ、貸付脚勇

の迫加を図るとともに、担保徴求の弾力化、既往貸付金の返済負担の軽

減、返済猶予坤を図り、中小企業金融の円滑化に配臆する．

◎　小企票等紘苫改酋資金融資制度（マル接制度）における金利の引下げ

円高等の影響により厳しい纏嘗環境下にある下浦企業、小売異等の小規

模企柔に対し、マル続制度の金利の引下げを回る．

実　　　施　　　状　　　況

・取扱別間を昭和62年9月30Uまで越思し、I削寸規損を2．測0線門追加した．

（通商成東省）

・取扱研間を昭抑62年9月30日まで延良し、保柾規項を1．的0位円追加した．

（通商座蔑省）

「中小企蔑措川保険法及び特定中小企稟者郡稟転換割娘等田寺捨躍法の一部を

改正する扶持」を施行し（昭和61年12月5日）、限度領の引上げを実施．

（通商虜某省）

・融資弾力化については、その趣旨の徹底を図るペく、政府系中小企稟金融戦闘

への捕球を行うとともに、貸付規模の追加等を行った．

・特定中小企業音節稟転換封娘塘臨時は置班の組定を受けた者及び特定地域中小

企業封餓臨時は霞法の承抱を受けた苛に対する金利の引下げ（6．3％・－・現在

5．2％）を実施した．（通商庵稟省）
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◎　転廃笈円滑化対策

5月の「当両の拉済対娘」に基づき、中小企業の転鹿重の円滑化をする

ため設備共同庚束を行う．

⑦　下沌代金支払遅延等防止法の厳正な運用等

級企丑の下摘中小企糞に対する不当なしわ寄せを防止するため、引き続

き下摘代金支払遅延等防止法を厳格に迎川するとともに、下捕中小企発の

仕部屋の確保を図’るため、下摘企業振弼旭会を通じた下描取引の機動的、

広域なあっせんに努める．

◎　中小企男の構遁転換のための研修1秒晰指導の実施

■l小企業のI摘転換を円滑に進めるため、中小企糞大学校、都道府癖窃

において耶糞転換等を内容とする研修を実施するとともに、総創蹄導銅盤

金城を活用し、郁遁府県、可1小壷真鯛休中央会、商工会及び商工金槌所等

が行う事業転換馴こ関する抄晰・柏欄の活動を本格化する．

l

N

墨

l

実　　　施　　　状　　　況

・締スフ織物等抽維4集権について投傭共同廃東部業を実施中．（通商覿鼻省）

・下捕代金支払遅延等防止港に基づく網走・捜査を実施中．（公正取引委員会、

通商産業省）

・昭和62年4月1日に下拍代金支払遅延等防止瀧の運用基準を改正し、現在、そ

の内容を串業者団体を通じて関係部重者に周知徹底させているところである．

（公正取引委員会、通商鹿稟省）

・下描取引の適正化を推進するために10月17円に執事稟者鴇に対し指導通達を先

山（礼節業者6．179杜、汎事業者用体2耶団体、中小企稟団体279団体）．

（通商虔莫省、公正取引委員会）

・下始取引適正化月間（11月）において、下浦取引の適正化等に関する痛苦会の

開催（29椰遁府県、32会場）等普及・啓発活動を集中的に実施．（通商産稟

省、公正取引委員会）

・地域ブロック（‘6ブロック）脚立で広域あらせん金枝を開催（通商産稟裕）

・如遭府県等、全国中小企蓬田体中央会、全国商工会連合会及び日本商工会抜所

に対し、邸稟転換のための研修、珍晰・指導の削巳等を図るよう9月1911に通

達先山済み．

また、中小企葉の捕迫転換のための研修、珍晰・指導の実施が円滑に持われ

るよう都濃転換成功事例集、串婁転換マニュ了ル、部重転換研修に蛛るほ情的

プログラム・講師リストを作成済み．珍晰・拍動こ係る地方公共団体及び全国

割也の商工会、商工会蛾所、中小企悪用休III火会等の各指導他聞等に対し配布



決　　　定　　　耶　　　頬

（3I　金属鉱来対娘

円釦こより採別な影響を受けている金屑鉱業について、その接富を安定さ

せるため金属鉱稟絵笛安定化融資の貸付枠の拡充等を行う．

V．星川封娘

川　瀬川胡徹助成金の隠勅的括川により、失糞の予防を図るため、粛川綱髄助

成金の封敦となる剰毛の指定姑榔及び助成内容の改苗について必翼な摘記を

J　、ペン・1椚黙認宗‾爛股’′背景造．押崇㌢0㌢．1－Tけツー・1鞭　r　ミ1mH▼’w

r‾．‾一・一一一一ここ‥二・二・三三二二；二二一二一一一一l　　　　　　　　　　　　　　　　　　封l

‘一　　一叫や増澤叩知能融慨撤

実　　　施　　　状　　　況

（抱肘約6．000帥折み．

なお、総合相場制並会‡削ま、47都通府略に投記折み．（通商成東肯）

・金属鉱業経常貨定化融和こついて以下のとおり拡充．

・低利融資に係る利子補給I川瀬として、補正予算により1．808百万円を確保

・「坑外水処理率稟」及豆「城床に伴う創望化設腑導入」を融資対象都農として

新たに追加（昭和61年度別3四半期分融脱より実行）

・那3及び節4四半期分融資の軸脚寺籾の繰上げ

（参朝金属鉱尭総薯安定化融資制度の鳩斐

融資対敵耶韮；金、接、亜鉛、タンクステン鉱山の確抱腹鉱、保安封娘、

絨鹿対策群衆

金　　　利；平均1．3％（最初プライム・レート　5．5％のとき）

臓．資規模：昭和61年度当初予算100線円

昭和61年皮相正挽　2；12位円

（通商座主省）

・雇用網走助成金制度について次のような改別語霞を実施した．

‖l雇用凋尭助成金の文的対象割竜の指定に当たっては、生産、刷叫の状況を
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I

堅
l

実　　　施　　　状　　　況
＿．＿　－－こ＿．－．．－．　　．．一一一ここ　　　　　一　一　一　一　　　一一　　　　一一ニ　ー一　　　　一‾－．ニ　ー　　　　－　　　　‾　　　一．－　一一一一一一．－．－．　－‾　－－．一‾ニ‾‾ここ．一一　ニー一　一－4－　一・一一・一日　‾‾t．　h一．

示す指標の最近3筒月の米綿が封的輌欄欄での‘以上二繊少していることか

lつの賢作となっていたものを、昭fu61年3月l【】からl年間の¶定I詰拝と

して、輸山比率が餌い等の畢作を満たす戴柵に限り、生籍、雇用の状況を示

す柏憎の強迫の少なくともl箇月の巽蛸を含む3箇月の見込放柾が5％以上

織少していれば指定できることとしていたが、昭和6押10月20日から1年間

の竹定清音として全ての賃経について最近のl箇月の実織を食む3筒月の見

込み数櫨が5％以上減少していねは指定を行えることとしたこと．

（労肋省〉

佗　休真に係る雇用洞並助成金の助成率の改漫

昭和61年10月袖口から1年間の暫定捕霞として、体重に係る瑠川鍋殻助成

金の年助成串を部来生の支払った体重手当の2分の1（中小企東部悪食にあ

っては3分の2）から、3分の2（同じく4分の3）に引き上げたこと．

（労肋省）

（31教育別棟に係る隠州璃整助成金及び離職的別棟に係る梶川璃整助成金の項

練賞の相翻、

昭和61年10月20日から1年間の暫定は霞として、敬宵調練及び離職前別棟

の別棟鱒を730円（準則訓練等については駈0円）から、一陣1．5同門に引

上げたこと．（労他省）

t4「山向に係る超川硝覿助成金の助成対象期間の拡大

山向に係る雇用絹製助成金の助成対象籾間は、最長1年間とされていた
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決‘　定　　　却　　　項

高年齢者や特定不況稟楕・特定不況地域からの胤頓着等特定の求：職者につ

が、企鷺の1

長‘し最良が

口からの即

㈲　 再就職あ・

昭和61年1

っせんによt

給 される属J

（中小企圭司

引き上げたこ

・求職者の勤 射

す る’とと 定の求職者に喜

措置を揖

斐な職韮

者雇用開発助應

て、助成率をd

く2 分の 1） l；

（中小企奥にさ

た）． （労肋雀

・山向等に関す～

ることと れた肘加法人月

いる． （労肋雀

・産別 由 の糾

いて、その円柄な碑就職の促進を図るため、特別の求人的拓を実施

もに、特定求職者雇用開発助成金の助成内・容の牧畜について必要な

ずる．

（3I　過剰人良を抱えている豊橋についでは、山向等の楢川、転職に必

訓練の実施等豆より、失業を伴わない企塵間、魔稟聞移動を促過す

し、庵稟非と脇力して移動の円滑化のための栖掛を推進する．

実　　　施　　　状　　　況

子う腐川硝並としての山向の実感淳にかんがみ、これを1年間蛙

年間までの山内研間について助成の対象としたこと

久的椅罷）．

っせんに係る雇用銅盤助成金の助成率の改善

（本年10月20

0月20日から1年間の暫定l希最として、特定不況業種事稟主のあ

り、就職後直ちに常用労他者として腐い入れる部重主に対して支

川瑚矩助成金の助成率を超人九割真主の支払った貸金の4分の1

耶稟主にあっては3分の1）から3分の1（同じく2分のl）に

（労他省）

を産め細かく肥捜し、 高年齢者、不況業種、不沈地域無職者等特

虫点をおいて、求人的拓を槙臨的に推進するとともに、 特定求職

成金制肢について、昭和61的0月20日から1年間の暫定は露とし

4分の1（中小企業にあっては3分の1）から、3分の1（同じ

（虫度陀審者等に係る助成率については、3分のl

から2分の1（同じく3分の2）に引き上げ

こ引き上げた

あっては2分の1）

る†朋Eの収集、提供等を行うため、串諷上側の山洞により投立さ

鹿果雇用安定センターに対し、楠用提供等各様の援助を実施して

ヒ等により屈伸状況か恐化している特定棍川柳発促進地域（43地


